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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討スケジュール

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた検討については、以下のスケジュールで進めていくこととしている。

※ 議論の状況については、適宜、障害者部会に報告する。
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障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について

〇 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングについて、以下の内容で実施する。

１．対象団体
ヒアリングを行う団体は、次ページのとおりとする。

２．実施予定日
第１回～第６回 ： ７月～８月

３．ヒアリング要領
（１）１団体あたり質疑応答を含め15分程度（団体説明：８分、アドバイザー等質疑：７分）で意見等を述べることとする。
（１回当たり８団体程度を予定）
※ 対面による方式のほか、オンライン会議による方式及び書面提出による方式などにより実施することも可能とする。

（２）意見等については、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に関するものとし、以下の視点についても盛り込むこととする。

・視点１ より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法
※ 現場の事業所等における支援の実態や効果を踏まえつつ記載

・視点２ 地域において、利用者が個々のニーズに応じたサービスの提供を受けられるようにするための、サービス提供体制
の確保に向けた課題及び対処方策
※ 質の高い人材を確保するための工夫についても記載

・視点３ 障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から３倍以上に増加し、毎年１割程度の伸びを
示している中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策
※ 本視点についても各団体においてご議論・ご検討の上、記載
（他分野の費用削減につながる等の観点も含まれる）

・視点４ 業務の負担軽減・効率化に向けた課題及び対処方策（ＩＣＴ活用など）

（３）資料については、本体資料に加え、当該資料の概要を作成し、電子媒体にて事前に事務局へ提出する。

（４）当日の出席者は最大２名（介助者等を除く）とする。 2
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ヒアリング団体一覧

〇 令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングは、以下の団体を対象とする。

（計49団体、五十音順）

・ 一般財団法人全日本ろうあ連盟

・ 一般社団法人全国医療的ケア児者支援協議会

・ 一般社団法人全国介護事業者連盟

・ 一般社団法人全国肢体不自由児者父母の会連合会

・ 一般社団法人全国児童発達支援協議会

・ 一般社団法人全国重症心身障害日中活動支援協議会

・ 一般社団法人全国重症児者デイサービス・ネットワーク

・ 一般社団法人全国精神障害者福祉事業者協会

・ 一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会

・ 一般社団法人全日本自閉症支援者協会

・ 一般社団法人日本ＡＬＳ協会

・ 一般社団法人日本筋ジストロフィー協会

・ 一般社団法人日本自閉症協会

・ 一般社団法人日本難病・疾病団体協議会

・ 一般社団法人日本発達障害ネットワーク

・ 一般社団法人全国地域で暮らそうネットワーク

・ きょうされん

・ 公益財団法人日本知的障害者福祉協会

・ 公益社団法人全国精神保健福祉会連合会

・ 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会

・ 公益社団法人日本精神神経科診療所協会

・ 公益社団法人日本医師会

・ 公益社団法人日本看護協会

・ 公益社団法人日本重症心身障害福祉協会

・ 公益社団法人日本精神科病院協会

・ 社会福祉法人全国重症心身障害児（者）を守る会

・ 社会福祉法人全国盲ろう者協会

・ 社会福祉法人日本身体障害者団体連合会

・ 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

・ 障害者自立支援法違憲訴訟団

・ 障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

・ 全国医療的ケアライン

・ 全国肢体不自由児施設運営協議会

・ 全国社会就労センター協議会

・ 全国障害者自立訓練事業所協議会

・ 全国自立生活センター協議会

・ 全国身体障害者施設協議会

・ 特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議

・ 特定非営利活動法人就労継続支援Ａ型事業所全国協議会

・ 特定非営利活動法人全国就業支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人全国就労移行支援事業所連絡協議会

・ 特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会

・ 特定非営利活動法人全国地域生活支援ネットワーク

・ 特定非営利活動法人難病のこども支援全国ネットワーク

・ 特定非営利活動法人日本失語症協議会

・ 特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会

・ 特定非営利活動法人日本高次脳機能障害友の会

・ 独立行政法人国立病院機構

・ 日本肢体不自由児療護施設連絡協議会
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○ 障害者自立支援法（現・障害者総合支援法）の施行から17年が経過し、現在、障害福祉サービス等の利用者は約150万人、
国の予算額は約２兆円となっており、施行時と比較すると、それぞれ約３倍以上となるなど障害児者への支援は年々拡充して
いる。

○ また、令和３年12月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて～ 中間整理 ～」がとりまとめられ、同報
告書に基づき児童福祉法等の一部改正が行われ、さらに令和４年６月に「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについ
て～社会保障審議会 障害者部会 報告書～」がとりまとめられた。同報告書に基づき、障害者総合支援法・精神保健福祉法
等の一部改正が行われたところであるが、障害福祉サービス等報酬の改定により対応すべき事項についても、同報告書におい
て指摘されている。

○ またこの間、「障害児通所支援に関する検討会」や「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討
会」、「強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会」等の各種検討会における報告書等がとりまとまり、これを
踏まえた対応が求められている。
さらに、本年５月には、令和６年度から令和８年度までの第７期障害福祉計画及び第３期障害児支援計画を作成するための
基本方針が示された。

○ 次期診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定となる今回の改定では、障害の重度化や障害者の高齢化、
強度行動障害を有する者、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者、精神障害者の地域移行の進展などに伴う障害児者の
ニーズの多様化に対応するため、適切なエビデンスに基づき施策を強化する必要がある。

○ 加えて、今般の物価高騰や賃金上昇、人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを提供できるよ
う、必要な対応を行う必要がある。サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題である中で、こうし
た観点を踏まえた上で、メリハリのきいた報酬体系とする必要がある。

○ このような状況等を踏まえ、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定において検討を行う際の主な論点について、報酬改定
チームでの団体ヒアリングにおける意見も参考としつつ、以下のとおり整理し、今後検討を進めていくこととしてはどうか。

＜主な論点＞

１．障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり

２．社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

３．持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し

※ 上記の論点は現時点のものであり、今後議論を進めていく中で変更することがあり得る。

はじめに

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた主な論点 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
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（１）障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実

○ 地域共生社会を実現する地域づくりを推進する中で、障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者がどの
地域においても安心して地域生活を送れるよう、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援の充実や地域生活
支援拠点等の整備の推進を図るための方策を検討しつつ、各サービスの支援の質の確保を図る必要があるのではないか。

○ 障害者が希望する生活を実現するために重要な役割を担う相談支援について、質の向上や提供体制の整備を図るための
方策を検討する必要があるのではないか。

○ 障害者本人の選択の機会を確保し、本人の意思が尊重され、希望する暮らしを実現するための意思決定支援を推進する
方策を検討する必要があるのではないか。

○ 自らも障害や疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら障害者のための支援を行うピアサポートの取組は、障害者の
エンパワメント等の観点から重要な意義があることを踏まえつつ、さらに促進していくための方策を検討する必要がある
のではないか。

○ 障害者支援施設については、施設が果たしている重度障害者等に対する専門的な支援の役割を踏まえつつ、施設の有す
る知識等を地域の事業者へ還元するとともに、施設からの地域移行を進めるための方策を検討する必要があるのではない
か。

＜想定される検討事項＞

・ 障害の重度化や障害者の高齢化など、地域のニーズに対応するための方策

・ 強度行動障害を有する障害者等への支援体制の充実を図るための方策

・ 地域生活支援拠点等の整備の推進を含めた障害者の地域移行を促進するための方策

・ グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現、支援の実態に応じた適切な評価のための方策

・ 地域における自立した生活を送るための機能訓練・生活訓練の充実

・ 相談支援の質の向上や提供体制を整備するための方策

・ 障害者の意思決定支援を推進するための方策

・ 障害者ピアサポートの取組の促進に向けた方策

１. 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
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（２）医療と福祉の連携の推進

○ 診療報酬、介護報酬と同時改定である機会をとらえ、障害の重度化や障害者の高齢化、医療的ケア児や医療的ケアが
必要な障害者、精神障害者、難病患者などへの支援の必要性を踏まえ、多様な障害特性にも配慮しつつ、保健・医療、
福祉及びその他の施策の連携を推進するための方策を検討する必要があるのではないか。

＜想定される検討事項＞

・ 相談支援と医療との連携のさらなる促進策

・ 医療的ケア児の成人期への移行にも対応した医療的ケアの体制の充実を図るための方策

・ 重度障害者が入院した際のコミュニケーション支援の充実

・ 障害者支援施設等における医療機関との連携強化・感染症対応力の向上

（３）精神障害者の地域生活の包括的な支援

○ 精神保健福祉法改正に伴い、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、地域の助け合い、教育・普及啓発
が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築をさらに推進する必要がある。
そのためには、地域の連携体制の構築、地域移行や虐待防止の取組等について、さらなる充実方策を検討する必要が

あるのではないか。

＜想定される検討事項＞

・ 精神障害者の医療と相談支援との連携のさらなる促進策

・ 精神障害者の退院支援に資する地域生活支援拠点等の整備を推進するための方策

・ 精神障害者の虐待防止を図るための方策

１. 障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり（つづき）
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２. 社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応

7

（１）障害児に対する専門的で質の高い支援体制の構築

○ 発達障害の認知の広がりや女性の就業率上昇に伴う預かりニーズの増加により、児童発達支援や放課後等デイ
サービスのサービス量が大きく拡充している一方で、支援の質の確保、インクルージョンの推進が重要な課題と
なっている。児童発達支援センターの中核的役割の発揮をはじめ、地域の支援体制を強化するための方策を検討する
必要があるのではないか。

○ 障害児への支援に当たっては、個々の特性や状況に応じた適切な支援の提供が図られるようにするとともに、家族
全体を支援していく視点や、支援にあたる事業所間や、保健、医療、保育、教育、社会的養護など、こどもと家族を
取り巻く関係機関間で連携して取り組んでいく視点が重要であり、そうした取組を強化するための方策を検討する必
要があるのではないか。

＜想定される検討事項＞

・ 児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を発揮するための方策

・ 児童発達支援センターの類型（福祉型・医療型）の一元化のための方策

・ 障害児通所支援における支援の実態に応じた適切な評価のための方策

・ 総合的支援の提供、インクルージョンの推進のための方策

・ 障害児入所施設から成人としての生活への円滑な移行の支援に関する方策

・ 医療的ケア児や重症心身障害児、強度行動障害を有する児の支援の充実を図るための方策

・ 家族支援や関係機関間の連携を強化するための方策

・ 障害児相談支援の適切な実施・質の向上や提供体制を整備するための方策



（２）障害者の多様なニーズに応じた就労の促進

○ 障害者の一般就労への移行や就労支援施策は着実に進展しているものの、利用者や働き方の多様化等、障害者の就労
を取り巻く環境も変化している。こうした変化や課題に対応し、さらに障害者の就労を支援するため、雇用施策と福祉
施策の一層の連携強化を図りながら、障害や病気があっても本人が希望を叶え、力を発揮して活躍できる働きやすい社
会を実現するための方策を検討する必要があるのではないか。

○ 障害者の希望や能力に沿った就労を支援するためには、本人の就労ニーズや能力・適性とともに、就労に必要な支援
や配慮を整理し、個々の状況に応じた適切な就労につなげる新しい障害福祉サービスである就労選択支援を着実に実施
する必要があるのではないか。

＜想定される検討事項＞

・ 企業等で雇用される障害者の定着支援の充実を図るための方策

・ 就労継続支援Ａ型の生産活動収支の改善を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策

・ 就労継続支援Ｂ型の工賃向上を図り、効果的な取組を評価するためのさらなる方策

・ 就労選択支援の創設

２. 社会の変化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応（つづき）
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○ 物価高騰、賃金上昇、支え手が減少する中での人材確保の必要性、経営の状況等を踏まえ、利用者に必要なサービスを
提供できるよう、必要な対応を行う必要があるのではないか。

○ 障害福祉サービス等の予算額が社会保障費全体を上回る伸び率で年々増加し、利用者数・事業所数が大幅に増加してい
るサービスが見られる中、サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題となっており、長期化し
た経過措置への対応の検討なども含め、メリハリのきいた報酬体系とする必要があるのではないか。

○ 現役世代が減少していく中、人材確保の必要性を踏まえ、障害福祉サービス等の現場における業務効率化を図るため、
ICTの活用等を推進していく必要があるのではないか。

○ サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の負担感が少なく、わかりやすい制度の在り方を検討する必要があるの
ではないか。

＜想定される検討事項＞

・ 物価高騰・賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策など

・ 経過措置への対応（食事提供体制加算等）

・ サービス提供の実態やサービス内容・質に応じた評価

・ 障害者虐待の防止を図るための方策

・ 情報公表制度の在り方を含むサービスの質の確保・透明性向上のための方策

・ サービス提供事業者や自治体の事務・手続き等の標準化、簡素化、ICTなどの効率化等の方策

３. 持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
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